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１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り

告
　
示

◯
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更
（
一
七
九
・
財
政

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更

（
一
八
〇
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
一
八
一
・
福

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
八
二
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
一
八
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
２

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
休
止
（
一
八
四
・
福

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
医
療
保
健
福
祉
計
画
の
変
更
（
一
八
五
・
医
務
薬
事
課
）
…
…
２

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
一
八
六
・
横
手
保
健
所
）
…
２

◯
第
十
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
策
定
（
一
八
七
・
自
然
保
護
課
）
…
…
２

◯
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
策
定
（
一
八
八
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
３

◯
争
議
行
為
の
予
告
（
一
八
九
・
雇
用
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
の
変
更
及
び
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
一
九
〇
・
都
市

指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。平

成
十
九
年
三
月
三
十
日

計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
一
九

一
、
一
九
二
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
一
九
三
〜
一
九
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
一
九
六
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
４

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
一
九
七
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
一
九
八
・
河
川
砂
防
課
）
…
…
…
５

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
一
九
九
・
由
利
地
域
振
興
局
建

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

公
　
告

◯
特
定
調
査
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
情
報
企
画
課
）
…
…
５

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
６

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
６

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
６

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
６

教
育
委
員
会
告
示

◯
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
七
・
生
涯
学
習
課
）
…
…
６

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

◯
第
五
種
共
同
漁
業
権
漁
種
に
係
る
増
殖
量
（
一
、
二
）
…
…
…
…
…
…
７

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

◯
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
等
外
来
魚
の
再
放
流
の
禁
止
（
二
）
…
…
…
…
…
…
…
９

秋
田
県
告
示
第
百
七
十
九
号

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の

で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
三
条
第
二
号
中
「
堺
市
」
の
次
に
「
、
新
潟
市
、
浜
松
市
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
号

関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
五
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
三
条
第
二
号
中
「
横
浜
市
」
の
次
に
「
、
新
潟
市
」
を
、「
静
岡
市
」

の
次
に
「
、
浜
松
市
」
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

み
わ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

琴
丘
町
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

雄
勝
郡
羽
後
町
貝
沢
字
稲
荷
二
十
三
番
地
の
九

山
本
郡
琴
丘
町
鹿
渡
字
町
後
二
百
六
十
三

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

平
成
十
八
年
三
月
十
九
日

齊
　
藤
　
義
　
己

社
会
福
祉
法
人
琴
丘
町
社
会
福
祉
協

議
会
　
会
長

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

廃

止

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称
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２

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
五
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
三
第
十
項
の

規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
医
療
保
健
福
祉
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
三
十
日
ま
で

二
　
縦
覧
場
所

健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
及
び
各
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、

結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
休
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五

条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
第
十
次
鳥
獣
保

護
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び

各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

み
わ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

三
種
町
社
会
福
祉
協
議
会
ひ
ま
わ
り

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

雄
勝
郡
羽
後
町
貝
沢
字
稲
荷
二
十
三
番
地
九
号

山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
字
町
後
二
百
六
十
三

内
科
・
呼
吸
器
科
・
循
環
器

科訪
問
看
護

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

医
療
法
人
　
み
わ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
理

事
長

社
会
福
祉
法
人
三
種
町
社
会
福
祉
協
議
会

会
長

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

三
種
町
社
会
福
祉
協
議
会
ひ
ま
わ
り

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
字
町
後
二
百
六
十
三

訪
問
看
護

平
成
十
九
年
一
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
三
種
町
社
会
福
祉
協
議
会

会
長

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

休

止

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

金
　
田
　
隆
　
佳

大
館
市
有
浦
二
丁
目
二
番
十
一
号

柔
道
整
復

平
成
十
八
年
十
月
十
七
日

あ
り
う
ら
整
骨
院

氏
　
　
　
　
　
名

施
　

術
　

所
　

の
　

所
　

在
　

地

業

務

の

種

類

指

定

年

月

日

施

術

所

の

名

称

名
　
　
　
称

日
本
調
剤
　
平
鹿

薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
横
手
町
字
四
ノ
口
五
十

一

指
定
年
月
日

平
成
十
九
年
三

月
二
十
三
日

薬
局

一

月
二
十
三
日
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秋
田
県
告
示
第
百
八
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
「
第
二
次
秋
田

県
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
保
護
管
理
計
画
」
「
第
二
次
秋
田
県
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
保

護
管
理
計
画
」
「
第
二
次
ニ
ホ
ン
ザ
ル
保
護
管
理
計
画
」
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び

各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
百
八
十
九
号

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
秋
田
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
大

海
久
善
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労

働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条

の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
事
件

（一）

増
員
、
労
働
条
件
改
善
及
び
下
請
に
関
す
る
こ
と
。

（二）

賃
金
及
び
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

（三）

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

（四）

そ
の
他

二
　
日
時

平
成
十
九
年
四
月
三
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は
短
時
間

に
わ
た
っ
て
行
う
。

二
　
場
所

秋
田
市
上
北
手
猿
田
字
苗
代
沢
二
百
二
十
二
番
地
一

秋
田
赤
十
字
病
院

四
　
概
要

救
急
患
者
及
び
入
院
中
の
重
症
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
を
除
く
、
全

部
ま
た
は
一
部
の
組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
行

う
。

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
都

市
計
画
の
図
書
を
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

二
ツ
井
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
一
号
種
梅
仁
鮒
線
及
び
三
・
五
・

九
号
荷
上
場
線
）
の
変
更

二
　
都
市
計
画
を
変
更
し
た
土
地
の
区
域

（一）

三
・
四
・
一
号
種
梅
仁
鮒
線

変
更
し
た
部
分
　
能
代
市
二
ツ
井
町
字
狐
台
の
一
部

（二）

三
・
五
・
九
号
荷
上
場
線

変
更
し
た
部
分
　
能
代
市
二
ツ
井
町
字
下
野
家
後
の
一
部

削
除
し
た
部
分
　
能
代
市
二
ツ
井
町
字
下
野
、
字
上
台
、
字
塚
ノ
台
、

字
狐
台
及
び
字
海
道
上

三
　
都
市
計
画
の
変
更
年
月
日
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

角
館
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
九
号
横
町
線
及
び
三
・
四
・
二
号

大
町
通
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二
号
　
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
四
号
横
山
金
足
線
及
び
三
・
五
・

三
十
八
号
浜
ナ
シ
山
長
野
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
一
号

百
一
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
八
〇
〜
二
一
・
二
〇

一
〇
・
六
〇
〜
二
二
・
七
〇

五
・
七
〇
〜
　
八
・
四
〇

三
・
〇
〇
〜

五
・
四
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
四
〇

〇
・
一
四
〇

〇
・
〇
八
〇

〇
・
一
〇
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
六
〇
番
三
地
先
か
ら
字
浜
田
一
八
二
番
二
一
地
先
ま
で

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
六
〇
番
四
か
ら
字
浜
田
一
八
二
番
二
一
地
先
ま
で

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
五
四
番
一
七
地
先
か
ら
字
浜
田
一
二
三
番
二
地
先
ま

で山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
五
四
番
一
七
地
先
か
ら
字
浜
田
一
二
〇
番
三
地
先
ま

で

ＡＢＣ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら
同
年
四
月
十
二
日
ま
で

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら
同
年
四
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

国

道

百
一
号

百
一
号

旧新

九
・
八
〇
〜
二
一
・
二
〇

一
〇
・
六
〇
〜
二
二
・
七
〇

五
・
七
〇
〜
　
八
・
四
〇

三
・
〇
〇
〜
　
五
・
四
〇

〇
・
一
四
〇

〇
・
一
四
〇

〇
・
〇
八
〇

〇
・
一
〇
五

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
六
〇
番
三
地
先
か
ら
字
浜
田
一
八
二
番
二
一
地
先
ま
で

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
六
〇
番
四
か
ら
字
浜
田
一
八
二
番
二
一
地
先
ま
で

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
五
四
番
一
七
地
先
か
ら
字
浜
田
一
二
三
番
二
地
先
ま

で山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
五
四
番
一
七
地
先
か
ら
字
浜
田
一
二
〇
番
三
地
先
ま

で

ＡＢＣ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
及
び
「
Ｃ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

湯
沢
雄
物
川
大
曲
線

湯
沢
雄
物
川
大
曲
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
五
〇
〜
十
八
・
〇
〇

十
九
・
〇
〇
〜
二
五
・
〇
〇

十
九
・
〇
〇
〜
二
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
六
二
六

一
・
六
六
九

一
・
六
六
九

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
十
文
字
町
植
田
字
沢
田
十
九
番
二
地
先
か
ら
横
手
市
平
鹿
町
樽
見
内
字
北
沢

一
六
〇
番
ま
で

〃

横
手
市
十
文
字
町
植
田
字
沢
田
十
九
番
二
地
先
か
ら
横
手
市
平
鹿
町
樽
見
内
字
北
沢
一
六

〇
番
ま
で

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

大
曲
大
森
羽
後
線

大
曲
大
森
羽
後
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
〇
〇
〜
三
六
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜
三
六
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
二
三
二
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
一
九
六

一
・
一
九
六

一
・
一
八
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
仙
市
大
曲
金
谷
町
六
〇
番
二
八
地
先
か
ら
大
曲
西
根
字
元
木
五
二
三
番
一
地
先
ま
で

大
仙
市
大
曲
金
谷
町
六
〇
番
二
八
地
先
か
ら
大
曲
西
根
字
元
木
五
二
三
番
一
地
先
ま

で

〃

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら
同
年
四
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
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秋
田
県
告
示
第
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら
同
年
四
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
河

川
砂
防
課
及
び
関
係
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
九
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
付
け
指
令
由
建
―
千
八
百
二
十
四
で
許

可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
東
梵
天
九
十
九
番
地
三

本
荘
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
荘
　
司
　
　
　
清

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
中
道
二
百
六
十
八
番
、
二
百
六
十
九
番
、
二
百

七
十
番
、
二
百
七
十
一
番
二
、
二
百
五
十
八
番
二
、
二
百
五
十
九
番
一
、

二
百
五
十
九
番
二
、
二
百
五
十
九
番
三
、
二
百
五
十
九
番
四
、
二
百
六
十

番
一
、
二
百
六
十
番
二
、
二
百
六
十
番
三
及
び
二
百
六
十
番
四

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

十
二
所
花
輪
大

湯
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
尾
去
沢
字
新
山
一
七
番
八
地

先
か
ら
字
下
モ
平
二
八
番
五
四
地
先

ま
で

地
　
　
　
　
　
　
番

二
二
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
二
二
四
の
二
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二

二
六
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
二
七
の
一
（
次

区
域
名

和
田

郡
市

町
村

大
字

字

山
本
郡
三
種
町
豊
岡

金
田
字
和
田

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

地
　
　
　
　
　
　
番

二
二
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
二
二
四
の
二
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二

二
六
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
二
七
の
一
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
二
七
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
二
二
九
の
一

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
二
二
九
の
二
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
三

〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
二
三
〇
の
二
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二

三
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
三
二
の
三
（
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

二
三
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
二
三
四
の
一
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

六
二
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
六
二
の
三
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
六

二
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
六
四
の
一
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
六
四

の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

二
〇
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
〇
の
五
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

区
域
名

和
田

郡
市

町
村

大
字

字

山
本
郡
三
種
町
豊
岡

金
田
字
和
田

山
本
郡
三
種
町
豊
岡

金
田
字
和
田
下

山
本
郡
三
種
町
森
岳

字
和
田
下

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

大
館
鷹
巣
線

大
館
鷹
巣
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
・
〇
〇
〜
二
九
・
〇
〇

一
九
・
〇
〇
〜
三
一
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
一
〇

〇
・
二
一
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

大
館
市
根
下
戸
字
大
破
風
下
一
七
六
番
三
か
ら
一
六
二
番
ま
で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告

二
〇
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
〇
の
五
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

山
本
郡
三
種
町
森
岳

字
和
田
下
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第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
四
千
百
四
十
台

（二）

借
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

契
約
期
間

平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日

（四）

借
入
物
品
の
設
置
場
所

別
途
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

（二）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
│
八
五
七
二
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
学
術
国
際
部
情
報
企
画
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―

四
二
七
三
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
三

月
三
十
日
（
金
）
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
八
日
（
火
）
ま
で
の
期
間
、

（一）
の
場
所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
五
月
九
日
（
水
）
午
後
三
時

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
五
階
情
報
化
研
修
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
三
種
町
浜
口
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就

任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名
　

山
本
郡
三
種
町
浜
田
字
堂
前
百
九
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
桧
森
　
元
明

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
能
代
市
東
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に

つ
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
七
滝
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退

任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
高
梨
字
水
里
六
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
五
郎

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
黒
倉
堰
地
区
ほ
場
整

備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手
市
大
森
町
十
日
町
字
苗
代
下
八
番
地
太
田
明
雄
ほ

か
十
四
名
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改

良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
十
日
町
地
区

地
域
水
田
農
業
支
援
排
水
対
策
特
別
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
横
手
市
役
所
大
森
地
域
局

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

秋
田
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同

条
例
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
太
　
田
　
宥
　
子
　

一
　
指
定
管
理
者
の
住
所
及
び
名
称

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
中
浜
六
十
三
番
地

八
峰
町

二
　
指
定
の
期
間

平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

S
u
m
m
a
ry

１
　
N
a
tu
re
a
n
d
q
u
a
n
tity

o
f
ite
m
s
to
b
e

re
n
te
d
：
4
,1
4
0
P
e
rso
n
a
l
C
o
m
p
u
te
rs

２
　
T
im
e
-lim
it
o
f
te
n
d
e
r：
3
:0
0
Ｐ
.Ｍ
.
９
　
M
a
y
，

2
0
0
7

３
　
C
o
n
ta
ct
p
o
in
t
fo
r
th
e
n
o
tice
：
In
fo
m
a
tio
n

P
la
n
n
in
g
D
iv
isio
n
，
D
e
p
a
rtm
e
n
t
o
f
A
ca
d
e
m
ic

a
n
d
In
te
rn
a
tio
n
a
l
A
ffa
irs，

A
k
ita

P
re
fe
ctu
ra
l

G
o
v
e
rm
e
n
t，
３
-１
-１
　
S
a
n
n
o
，
A
k
ita

C
ity
，
A
k
ita

P
re
fe
ctu
re
0
1
0
-8
5
7
2
，
Ja
p
a
n
T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-4
2
7
3

教

育

委

員

会

告

示
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秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

内
水
面
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
十
九
年
度
の
第

五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
の

で
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示



平成19年 3月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1865号

８

雄 勝 漁 業 協 同 組 合

皆 瀬 川 筋 漁 業 協 同 組 合

成 瀬 川 漁 業 協 同 組 合

雄物川上流漁業協同組合

県 南 漁 業 協 同 組 合

横 手 川 漁 業 協 同 組 合

仙 北 漁 業 協 同 組 合

仙 北 中 央 漁 業 協 同 組 合

角 館 漁 業 協 同 組 合

仙 北 西 部 漁 業 協 同 組 合

岩 見 川 漁 業 協 同 組 合

鹿角市河川漁業協同組合

比 内 町 漁 業 協 同 組 合

小 坂 町 漁 業 協 同 組 合

大 館 市 漁 業 協 同 組 合

田 代 町 漁 業 協 同 組 合

鷹 巣 町 漁 業 協 同 組 合

阿 仁 川 漁 業 協 同 組 合

萩 形 ダ ム 漁 業 協 同 組 合

粕 毛 漁 業 協 同 組 合

能代市常盤川漁業協同組合

子吉川水系漁業協同組合

八森町真瀬川漁業協同組合

馬 場 目 川 漁 業 協 同 組 合

田 沢 湖 町 漁 業 協 同 組 合

合

内共　　1号

内共　2､3号

内共　　4号

内共　　5号

内共　　6号

内共　　7号

内共　　8号

内共　　9号

内 共 　 1 0 号

内 共 　 1 1 号

内 共 　 1 2 号

内 共 　 1 3 号

内 共 　 1 4 号

内 共 　 1 5 号

内 共 　 1 6 号

内 共 　 1 7 号

内 共 　 1 8 号

内 共 　 1 9 号

内共20、21号

内 共 　 2 2 号

内 共 　 2 3 号

内共24、25号

内 共 　 2 6 号

内 共 　 2 7 号

内 共 　 2 8 号

計

400

760

175

300

400

160

75

110

1,640

275

875

150

110

105

300

200

550

80

400

52

1,018

250

58

175

8,617

15

50

35

3

3

10

10

15

33

8

20

60

55

5

15

10

10

40

9

20

21

10

20

11

486

100

50

45

15

3

10

22

20

66

8

135

4

55

5

10

15

10

25

8

40

13

21

30

5

5

718

75

35

169

775

170

1,000

250

220

275

375

25

165

25

50

25

75

140

1,335

100

33

5,317

25

15

10

25

10

25

51

25

75

25

25

10

25

5

5

15

10

75

5

461

50

125

175

50

100

150

150

25

50

50

250

50

500

1,725

3

3

3

3

3

3

7

5

3

3

3

3

5

1

4

3

2

3

3

3

1

7

1

4

1

80

あ ゆ

ｋｇ

い わ な

千尾

や ま め

千尾

こ い

ｋｇ

ふ な

ｋｇ

や つ め
う な ぎ

尾

5

1

6

にじます

千尾

100

100

さくらます

千尾

産 卵 場

造成箇所

魚　　　　　　　　　　　　　　　　　　種

免 許 番 号漁 業 協 同 組 合
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秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

十
和
田
湖
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
十
九
年
度
の

第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た

の
で
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項

及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を

図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長
　
伊
　
藤
　
　
　
彊
　

一
　
指
示
の
内
容

次
に
掲
げ
る
水
産
動
物
は
、
採
捕
し
た
河
川
湖
沼
及
び
こ
れ
に
連
続
す

る
水
域
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試

験
研
究
に
供
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（一）

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
（
オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
コ
ク
チ
バ
ス
そ
の
他
の
オ
オ
ク

チ
バ
ス
属
の
魚
）

（二）

ブ
ル
ー
ギ
ル

二
　
指
示
の
期
間

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
九
年
三
月
九
日
（
第
千
八
百
五
十
九
号
）
掲
載
の
秋
選
管
告
示
第

二
十
三
号
（
公
職
選
挙
執
行
規
定
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
）

（
原
稿
誤
り
）

五
ペ
ー
ジ
の
表
中

別
表
第
二
中

「

を
」

「

に
」

は
、

「

を
」

「

に
」

の
誤
り

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

免
許
番
号

農
内
共
第
一
号

漁
業
協
同
組
合
名

十
和
田
湖
増
殖
漁
業

協
同
組
合

魚
　
　
種

ひ

め

ま

す

ふ

な

え

び

さ
く
ら
ま
す

増

殖

量

七
〇
万
尾

五
万
尾

十
六
箇
所

一
万
尾

正
　
　
　
　
　
　
誤

医
療
法
人
青
嵐
会
老
人
保

健
施
設
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ミ

リ
ー
西
目

社
会
福
祉
法
人
中
央
会
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ふ
る

さ
と
学
び
舎

社
会
福
祉
法
人
中
央
会
ケ

ア
ハ
ウ
ス
ふ
る
さ
と
学
び

舎

由
利
本
荘
市
西
目
町
沼
田
字
新
道

下
二
番
地
六

由
利
本
荘
市
土
谷
字
新
谷
地
百
五

十
七
番
地

由
利
本
荘
市
土
谷
字
新
谷
地
百
五

十
七
番
地

医
療
法
人
青
嵐
会
老
人
保

健
施
設
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ミ

リ
ー
西
目

由
利
本
荘
市
西
目
町
沼
田
字
新
道

下
二
番
地
六

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
萬

生
苑

社
会
福
祉
法
人
中
央
会
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ふ
る

さ
と
学
び
舎

社
会
福
祉
法
人
中
央
会
ケ

ア
ハ
ウ
ス
ふ
る
さ
と
学
び

舎

由
利
本
荘
市
水
林
二
百
八
十
四
番

地由
利
本
荘
市
土
谷
字
新
谷
地
百
五

十
七
番
地

由
利
本
荘
市
土
谷
字
新
谷
地
百
五

十
七
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
萬

生
苑

由
利
本
荘
市
水
林
二
百
八
十
四
番

地



古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


